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用語解説（案） 
 
○石綿（アスベスト） 

大気汚染防止法施行令(昭和 43 年政令第 329 号)第 2 条の 4 に特定粉じんとして規定されて

いる。繊維状の鉱物で、蛇紋石の群に属する繊維状のけい酸塩鉱物（クリソタイル［白石綿］）、角

閃石の群に属する繊維状のけい酸塩鉱物（アモサイト［茶石綿］）、クロシドライト［青石綿］）、トレモ

ライト、アクチノライト、アンソフィライト）をいう。 

 

○吹付け石綿 

石綿、ロックウール等にセメント等の結合材を一定量混入し、水を加え、鉄骨・壁・天井等の防

耐火・吸音性能等を確保するために吹付け施工されたもの。 

 

○敷地境界基準 

大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第１８条の５において、特定粉じん発生施設に関す

る基準として規定されている。特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準。 

 

○施工業者 

石綿が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を注文者から請け負う

者。 

 

○注文者 

建築物の解体工事等を施工業者に注文する者。（建築物等の所有者等。） 

 

○特定建築材料 

大気汚染防止法施行令第３条の３に規定されている。 

・吹付け石綿 
・石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。） 

 

○特定粉じん排出等作業 

大気汚染防止法施行令第３条の４に規定されている。 

・特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体す

る作業  

・特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業 

 

○作業基準 

大気汚染防止法施行規則（昭和４６年厚・通令第１号）第１６条の４、同規則別表第７に規定され

ている。 

・掲示板の設置：表示事項は、届出年月日、届出者の氏名又は名称、実施期間、作業の方法、

現場責任者等。 

・作 業 の方 法：解体又は改造・補修の作業の種類毎に規定。（別表第７） 

○集じん・排気装置 
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大気汚染防止法施行規則別表第７第１号ロに規定されている。作業場を負圧に保ち、作業場

の排気に日本工業規格(JIS)Ｚ４８１２に定めるＨＥＰＡフィルタを付けた装置。 

 

○ＨＥＰＡフィルタ 

ＪＩＳ Ｚ４８１２に規定する、超高性能微粒子フィルター（High Efficiency Particulate Air Filter）の

略称で、０．１５μm の粒子の捕集効率が９９．９７％以上のもの。 

 

○都道府県等 

都道府県及び特定粉じんに関する規制に係る事務を行う大気汚染防止法施行令第１３条に規

定されている市。（政令指定都市、中核市、一部の特例市及び一部の一般市。１２９市（平成２４年

１０月現在）） 

 

○建リ法 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 

 

○石綿則 

労働安全衛生法の石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号） 

 

○特定粉じん発生施設 

大気汚染防止法施行令第３条の２、同令別表第２の２に規定されている。石綿を含有する製品

の製造の用に供する施設。 

 

○特定工事 

大気汚染防止法第１８条の１５に規定されている。特定粉じん排出等作業を伴う建設工事。 

 

○96 年中環審答申 

今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（中間答申）（平成８年１月３０日付け、中環審

第５９号） 

 

○特定建築材料以外の石綿含有建材 

大気汚染防止法施行令第第３条の３に規定されている、①吹付け石綿、②石綿を含有する断

熱材、保温材及び耐火被覆材（吹付け石綿を除く。）以外の石綿を含有する建材。（成形板

等） 

 

○付着物 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第２条に規定されている。建築物等

に用いられた特定建設資材に付着した石綿、その他のもの（吹付けロックウール等）をいう。 

 

○廃棄物処理法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 


